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事務名

事前相談 許可証交付
○ ○申請 ○

○ ○ ○ ○ ○
内容の確認 形式審査 実質審査 決定手続
申請方法の説明

６０日

10

9

提出された申請書に記載漏れがな
いかどうか、添付書類がそろって
いるかどうかを審査します。

4 実質審査
申請書の内容について審査基準
（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律）に適合するか審査します。
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5 決定手続
許可の諾否について、資源循環推
進部長が決定します。

6 許可証交付 申請者に許可証を交付します。

7

8

説明

1 事前相談
合併、分割の前に事前に申請手続
きについてご相談ください。

2
内容の確認
申請方法の説明

合併、分割の内容の確認と申請方
法について説明します。

申
請
者

標準処理期間 計６０日 番号 項目

3 形式審査

事　務　処　理　フ　ロ　ー　図
作成部署　　環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課審査担当　　電話　４２－８６１

産業廃棄物処理施設合併及び分割認可申請

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》
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